
　

警察等への通報・対処
・警察・教育委員会へ報告

・適切な対処について指示を仰ぐ。

不審物・不審者等の探索
・不審物がないか、不審者が侵入していないか（侵入の形跡がないか）の確認（校内見回り）

危機等

対策本部

警察等の指示に基づく対処
・警察・教育委員会からの指示に

基づき、児童生徒の安全確保の

ための適切な対応・対策を講じる

不審物があったか・不審者がいたか？

児童生徒の安全を確保する

・全校児童生徒への周知・避難誘導

緊急アナウンス 教頭 （不在の場合 教務又は生徒指導主事）

誘導 各担任 （不在の場合 副担任）

・全校児童生徒の点呼、負傷の有無等の確認

全体掌握 教頭

警察等に通報・報告する
・警察に通報 （教頭、不在の場合 教務）

・教職員で情報共有

・教育委員会への報告、支援要請 （教頭、不在の場合 教務）

学校に対する犯罪予告への対応
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○警察の指示の下、教育委員会と連携し事案に応じて適切に対処する。

○不審物がないかなど、以前と異なる状況を早期に発見できるよう、日頃から学校環境を整備し、安全点検等を

実施する。

対応方針

□ 警察等関係機関との連携体制の構築 □ 定期的・臨時的・日常的な安全点検の実施

□ 備品管理の徹底 □ 出入口の施錠 □ 千葉県警察HP及び千葉市HPから不審者情報を確認

□ 校内情報伝達体制の整備

【事前の危機管理】

【発生時の危機管理】

ない・なかった

緊急対応本部

状況に応じ

□ 不審者情報の収集(逮捕情報等） □ 関係機関への報告書作成 □ 危機対応の検証

□ 継続的な心のケア □ 危機管理マニュアル及びヒヤリハット事例の反映

【事後の危機管理】

・爆破予告、児童生徒等の危害予告等

犯 罪 予 告

ある・あった

危機等発生！

負傷の有無の確認後の対応
・負傷した児童生徒の経過確認（学年主任、学級担任）

・保護者への連絡（学年主任、学級担任） ・児童生徒の引渡し（学年主任、学級担任）

・児童生徒の心のケア（ＳＣ等の要請）（学級担任、教育相談主任）

・情報収集、記録作成（学級担任、養護教諭） ・教育委員会への報告（校長、教頭）

・保護者への説明（説明会等の対応）（校長、教頭） ・報道対応（校長、教頭）


